
西祇園橋 島津橋

新西川橋

西川（国管理）
対象船舶 （231隻） H26年9月時点

第４期重点的撤去区域（西川 遠賀川合流点～新西川橋までの水面 延長約1,500ｍ）

新西川橋西祗園橋

西川

右岸 １２３ 隻

左岸 １０８ 隻

検査済 検査切等 計

右岸 98隻 25隻 123隻

左岸 72隻 36隻 108隻

計 170隻 61隻 231隻

遠賀川

遠賀川河口堰

第４期重点的撤去区域

新西川橋より下流方向

平成２１年５月撮影

西川

第４期重点的撤去区域（その１）設定について①

◎平成２８年２月に「第４期重点的撤去区域（その１）」の対策が完了



第４期重点的撤去区域に係留してある船舶数と近隣の既設係留保管施設の収容余力、

及び行政手続の進め方等を考慮し、第４期重点的撤去区域を分割し、距離標１ｋ０００（遠

賀川合流点から１ｋｍ）から新西川橋下流端までの約５００ｍの区間（係留船約１００隻）を

第４期重点的撤去区域（その１）として設定し、対策を行った。

第４期重点的撤去区域（その１）設定について②



左岸 中央 右岸

第４期重点的撤去区域（その１）の対策前後の状況

（新西川橋から下流方向）

H26.8.21

H28.2.4

第４期重点的撤去区域（その１）における対策経過



不法係留船対策 第４期重点的撤去区域（その１）対策開始前状況
（新西川橋より下流を望む：H26.8.21撮影）

西川

第４期重点的撤去区域（その１）における対策経過

１ｋ０００～
新西川橋１ｋ５００



不法係留船対策 第４期重点的撤去区域（その１）撤去済状況
（新西川橋より下流を望む：H28.2.4撮影）

西川

第４期重点的撤去区域（その１）における対策経過

１ｋ０００～
新西川橋１ｋ５００



国管理区間における係留船隻数の推移

◎平成２７年９月の実態調査結果について



対策開始以降の係留船隻の推移（国管理区間＋県管理区間）
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西川 遠賀川 吉原川 戸切川 江川

国管理：716隻 県管理：59隻

国管理：583隻 県管理：49隻

国管理：495隻 県管理：39隻

国管理：383隻 県管理：23隻

全 775隻

全 632隻

全 534隻

全 406隻

143隻減

98隻減

128隻減

513隻減全 312隻

国管理：296隻 県管理：16隻

９４隻減

対
策
実
施

国管理：249隻

全 262隻
50隻減

県管理：13隻

平成２２年から平成２７年までの間に全体で513隻の係留船が減少している。


